
包括承認基準８ 

将軍塚工業団地還元地 

 

１ 申請地は、高崎工業団地造成組合より将軍塚工業団地還元地内である旨の証明が得ら

れる土地であること。 

２ 建築物の用途は、一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅とすること。 

３ 一区画の有効宅地面積は１５０平方メートル以上であること。 

４ 建築物の高さは１０メートル以下であること。 

 

 


